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令和８年度第１回坂戸市教育委員会会議議事録 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

開会 令和８年４月１７日（金）午前１０時００分 太田教育長 

閉会 令和８年４月１７日（金）午前１０時１３分 太田教育長 

 

２ 開催場所 

  坂戸市役所２０１会議室 

 

３ 出席委員 

１番 小川 一信（教育長職務代理者）  ２番 蓼沼 康子 

３番 松井 正樹            ４番 毛利 陽子 

  ５番 太田 正久（教育長） 

    

４ 議事参与者 

教育部長 三田 耕治          教育部長 加藤 美帆 

次長兼スポーツ推進課長 清水 智則   副参与兼教育総務課長 鈴木 貴之 

学校教育課長 市川 宗典        社会教育課長 菅野 規之        

図書館長 佐藤 美和子         学校教育課副課長 志治 慎由 

書記 新井 武大            書記 佐川 和泉 

書記 森田 拓海 

 

５ 会議の大要 

教育長から、議案第３号から議案第５号までは人事案件であるため、坂戸市教育委

員会会議規則第１５条の規定に基づき、議事は非公開とすることとしたい旨の発議が

あり、出席者全員が賛成し、非公開で審議することが決定されました。 

 

【日程第１ 議事録の承認について】 

＜前回の議事録は、全員異議なく原案のとおり承認されました。＞ 

（署名 ４．１７ 教育長、松井委員、新井書記） 

 

【日程第２ 議事録署名委員の指名について】 

教育長  議事録署名委員は、毛利委員を指名します。 

 

【日程第３ 教育長の報告】 

教育長   日程第３ 教育長の報告ですが、今回、報告事項はありません。 
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【日程第４ 議 事】 

教育長  日程第４ 議事に入ります。 

教育長  議案第１号「令和８年度坂戸市教育行政重点施策の策定について」を議

題とします。教育総務課長から提案理由の説明をお願いします。 

教育総務課長  議案第１号、令和８年度坂戸市教育行政重点施策の策定について、

学び合い交流する人づくりのまちを目指した教育行政を推進するため、こ

の案を提出するものです。内容について御説明します。坂戸市教育行政重

点施策につきましては、第７次坂戸市総合計画及び教育大綱と整合した

「第２次坂戸市教育振興基本計画」で定めた基本理念を実現するため、教

育を取りまく諸課題に対応しながら、毎年度、策定するものでございます。

令和８年度の重点施策につきましては、令和８年３月２６日に開催した教

育委員会協議会の中で、その内容を御説明させていただきましたが、その

後、変更点はございません。本日の会議で御議決をいただきましたら、速

やかに市ホームページに掲載し、広く公表するとともに、各種施策に全力

で取り組み、教育行政を推進してまいります。以上でございます。 

教育長  御質疑・御意見がありましたら、お願いします。 

教育長  以上で質疑等を終結します。議案第１号「令和８年度坂戸市教育行政重

点施策の策定について」は、原案のとおり決することに御異議ありません

か。 

（異議なしの声） 

教育長  御異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

教育長  次に、議案第２号「坂戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則の制定について」を議題とします。教育総務課長から提案理由の説明

をお願いします。 

教育総務課長  議案第２号、坂戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則の制定について、北坂戸地区まち・くらし再生事業の一環として、溝

端公園が廃止されることに伴い、スポーツ推進課の分掌事務を改めたいの

で、この案を提出するものです。内容について御説明します。新旧対照表

を御覧ください。スポーツ推進課の分掌事務につきましては、現在、溝端

公園等の運動施設の使用許可に関する事務としておりますが、北坂戸地区

まち・くらし再生事業の一環として、多世代交流拠点施設が整備されるこ

とに伴い、令和８年６月１日付けで溝端公園が廃止されることから、条文

中の文言を「溝端公園」から「芦山公園」に変更するものでございます。

説明は以上でございます。 

教育長  御質疑・御意見がありましたら、お願いします。 

教育長  以上で質疑等を終結します。議案第２号「坂戸市教育委員会事務局組織

規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案のとおり決すること
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に御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

教育長  御異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎議案第３号 坂戸市学校運営協議会委員の委嘱について 

＜非公開案件につき省略、全員異議なく原案のとおり可決されました。＞ 

 

◎議案第４号 坂戸市就学支援委員会委員の辞職について 

＜非公開案件につき省略、全員異議なく原案のとおり可決されました。＞ 

 

◎議案第５号 坂戸市就学支援委員会委員の委嘱について 

＜非公開案件につき省略、全員異議なく原案のとおり可決されました。＞ 

 

教育長  以上で議事を終わります。 

 

【日程第５ その他】 

教育長  御意見等がありましたら、お願いします。 

     （なし） 

教育長  ないようですので、以上をもちまして令和８年度第１回坂戸市教育委員

会会議を閉会します。 

 

＜令和８年度第１回坂戸市教育委員会会議閉会＞ 


